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免責事項 

 この運用報告書は SPDR®インデックス・シェアズ・ファンズの 2022 年 9 月 30 日付 Annual Report の記載事項の翻訳に基づ

いており、日本における投資家の参照用に作成されたものです。投資家は、Annual Report およびこの運用報告書との間に齟齬

が生じた場合、Annual Report が優先されることにご留意下さい。 

 また、Annual Report には SPDR®インデックス・シェアズ・ファンズを構成する全てのファンドの情報が掲載されています

が、この運用報告書には日本で販売されたファンドのうち特定の 1 つのファンドの情報のみが掲載されています(ただし、｢財

務書類に対する注記｣および｢その他の情報(未監査)｣は、当該日本で販売された全てのファンドの情報が記載されています)。 

 

(注)  本書に記載の｢ドル｣または｢$｣は、別段の記載がある場合を除き米ドルを指します。 

  本書において、米ドルの円貨換算は、2023 年 4 月 21 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客直物電信売買相場仲

値(1 米ドル＝134.32 円)によります。また、本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示さ

れている場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りませ

ん。 

  なお、米ドルの円貨換算は、原文には含まれておらず、監査報告その他本書面上の報告の対象たる財務書類を構成

するものではありません。 

  交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容について

は、運用報告書(全体版)に記載しております。 

  運用報告書(全体版)は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお

問い合わせください。
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パフォーマンス要約に対する注記(未監査) 

 

本ファンドの純資産価額(以下｢NAV｣という。)でのトータル・リターンに関するパフォーマンス・チャート

(市場価格に基づくトータル・リターンおよびそのベンチマーク指数)は、比較目的のためにのみ提供され、

対象期間について示す。本ファンドの受益権 1 口当たり NAV は本ファンドの受益権 1 口の価値であり、資

産合計額から負債合計額を差し引いた額を発行済受益権口数で除することによって算出される。NAV リ

ターンは、本ファンドの NAV を基準とし、市場リターンは、本ファンドの受益権 1 口当たり市場価格を基

準とする。市場リターンの計算に使われる市場価格は、本ファンドの NAV 計算時の本ファンドの受益権が

上場されている取引所における最高の買い呼び値と最低の売り呼び値の中間値を用いて決定される。NAV

および市場リターンは、配当とキャピタルゲインの分配金が、NAV により本ファンドに再投資されている

ことを前提としている。市場リターンには、流通市場での取引について支払われる売買委託手数料は含まれ

ていない。売買委託手数料を含めたとしたら、市場リターンはこれより低くなるものと思われる。 

 

インデックスは、特定の金融市場またはセクターについての統計的測定基準である。インデックスは、実際

には証券ポートフォリオを有していないため、手数料または費用の控除額は反映されない。これに対して、

本ファンドのパフォーマンスは、こうした控除額のマイナスの影響を受ける。インデックスのリターンは収

入、損益、配当および他の収入の再投資全てを反映する。 

 

ユーロ・ストックス 50®指数は、20 種あるユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の構成銘柄のうち一

部の最大手企業のパフォーマンスを表象するために設計された時価総額加重指数である。ユーロ・ストック

ス・スーパーセクター指数はユーロ・ストックス指数のサブセットである。ユーロ・ストックス指数は、広

範でありながら流動性のあるストックス・ヨーロッパ 600 指数のサブセットである。ユーロ・ストックス指

数はユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の浮動株時価総額の約 60％を占めており、ユーロ・

ストックス・トータル・マーケット指数は表象された国の浮動株時価総額の約 95％をカバーしている。 
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SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 

(SPDR EURO STOXX 50 ETF) 

ファンドのパフォーマンスに関する経営陣による考察(未監査) 

 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF(以下「本ファンド」という。)は、ユーロ・ストックス 50 指数のトータ

ル・リターン・パフォーマンスに概ね対応する投資結果(手数料および費用控除前)を実現することを目指し

ている。本ファンドのベンチマークは、ユーロ・ストックス 50指数(以下「本インデックス」という。)であ

る。 

 

2022 年 9 月 30 日に終了した 12 カ月間(以下｢報告期間｣という。)、本ファンドのトータル・リターンは–

28.73％、本インデックスのトータル・リターンは–28.92％であった。本ファンドと本インデックスのリター

ンは、配当およびその他の利益の再投資を反映している。本ファンドのパフォーマンスは、売買委託手数料

および投資顧問費用を含め、本ファンドの運用費用を反映している。本インデックスは運用されているもの

ではなく、そのリターンは、リターンに悪影響を及ぼすいかなる種類の手数料も費用も反映していない。運

用報酬、キャッシュ・ドラッグ、証券組入比率の相違の累積的効果、および欧州連合(以下「EU」という。)

還付請求を受けた影響が、本ファンドのパフォーマンスと本インデックスのパフォーマンスの相違の一因と

なり、報告期間における本ファンドのパフォーマンスの主要な原動力となった。 

 

欧州では 2021年度第 4 四半期に、COVID-19 感染拡大の第 4 波を抑え込むため複数の国において新たな移動

制限が再び導入されたが、11 月の下落から回復していた株式市場は、同四半期にプラスリターンを上げた。

半導体不足から工業生産は苦境に直面し、その影響は自動車セクターにおいて最も顕著であった。エネル

ギー価格の上昇がこの地域のインフレ率の上昇に拍車をかけ、インフレ率は 11 月に前年同月比 4.9％増にま

で上昇し、1991 年 7 月以降では最も高い水準となった。ユーロ圏の製造業 PMI の速報値は 58.0 と、同セク

ターにおいて健全な景気拡大が進んでいることが示された。欧州では原油の約 25％および天然ガスの 40％

をロシアから輸入しているため、2022年度第 1四半期に入ると、ロシア・ウクライナ戦争によりエネルギー

供給に混乱が生じる事態が懸念された。インフレ率は 5.9％へ上方修正され、物価の上昇が消費者心理の重

荷となった。インフレ率上昇の主な要因はエネルギー価格であったが、同戦争により混乱に拍車がかかれば

事態はさらに悪化する可能性がある。株式は 2022 年度第 2 四半期に 14％下落した。市場は欧州中央銀行(以

下「ECB」という。)による大幅利上げを織り込んでいたが、イタリア政府とドイツ政府が資金調達する際

の金利差は著しく拡大した。消費者心理は急激に低下し、ロシアからのガス供給の減少により大幅な物価上

昇が続いた。株式は、先行四半期の下落基調を引き継ぎ、2022 年度第 3 四半期も 10％下落した。インフレ

率の上昇とそれに伴う経済成長見通しに関する懸念も同四半期の急落に拍車をかけた。ECB はタカ派姿勢

をさらに強め、8 月のインフレ率は前年同月比 9.1％増に達し、今後数カ月のインフレ率も 10％を超えると

予想されている。インフレを抑制するため、中央銀行は 9月に政策金利を 0.75％引き上げ、2022年末までに

インフレ率を目標の 2％に収めるべく 10 月にさらに 0.75％、12 月も 0.5％の利上げが現時点で予想されてい

る。9 月初め、ロシアは極めて重要なパイプラインであるノルドストリーム 1 を通じたガス供給を完全に停

止し、エネルギー危機を引き起こした。消費者心理は急激に低下し、ロシアのガス供給が減少したため物価

が大幅に上昇した。 
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本ファンドは報告期間中にデリバティブに投資していない。 

 

個別銘柄レベルでは、報告期間における本ファンドのパフォーマンスに最も貢献したものは、Iberdrola SA、

Universal Music Group N.V.、Deutsche Boerse AG であった。当報告期間における本ファンドのパフォーマンス

に最もマイナス寄与したものは、SAP SE、Siemens AG、および ASML Holding NV であった。 

 

上記の見解は、報告期間のみを通じた本ファンドのポートフォリオ・マネージャーの見解を反映したもので、

必ずしもアドバイザー全体の見解を反映しているものではない。この見解は、市場その他の状況により常に

変更されることがあり、アドバイザーは、この見解を最新のものとする責任を負うものではない。この見解

に投資助言として依拠することはできない。ファンドの投資判断は多くの要素に基づいているため、ファン

ドのために取引を行う意思を示すものとして、この見解に依拠することはできない。  
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SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 

パフォーマンス要約(未監査) 
 

 累積トータル・リターン  平均年間トータル・リターン 

 純資産価額 市場価格 ユーロ・ストックス 50 指

数 

 純資産価額 市場価格 ユーロ・ストックス 50

指数 

1 年 (28.73)% (29.17)% (28.92)%  (28.73)% (29.17)% (28.92)% 

5 年 (13.47)% (14.26)% (13.87)%  (2.85)% (3.03)% (2.94)% 

10 年 35.10% 33.49% 32.79%  3.05% 2.93% 2.88% 

 

 

投資額10,000ドル(1,343,200円)の価値の変化の比較(純資産価額ベース) 

 
 

折れ線グラフは、累積トータル・リターンに基づく。 

 

直近の目論見書の手数料および費用表に記載されているSPDRユーロ・ストックス50 ETFの総経費率は、

0.29％である。2022年9月30日に終了した年度の総経費率については、財務ハイライトを参照のこと。 

記載されているパフォーマンスは、過去のパフォーマンスを示すものであり、将来の結果を保証するもの

ではない。投資リターンおよび元本価値は変動するものであり、受益権を売却した際に、利益を得ること

も、損失が生じることもある。現在のパフォーマンスが、以下に記載されたものを上回ることも、下回る

こともある。直近の月末のパフォーマンスについては、https://www.ssga.com/spdrsをご覧頂きたい。リター

ンは、受益者が本ファンドの分配金または本ファンドの受益権の償還もしくは売却に関して支払う租税の

控除額は反映していない。詳細については、1ページの｢パフォーマンス要約に対する注記｣を参照。 
  

米ドル 

ユーロ・ストックス 50 指数 (b) SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF (a) 
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SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 

ポートフォリオの統計(未監査) 

 
 

内容 純資産に対する百分比
(%) 

ASML Holding NV 7.0% 

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.4 

Linde PLC 5.5 

TotalEnergies SE  5.1 

SAP SE 3.7 

Sanofi 3.6 

L'Oreal SA 3.2 

Siemens AG 3.0 

Schneider Electric SE 2.7 

Allianz SE 2.6 

合計 42.8% 

 

(保有額の上位10社は変動する可能性があり、本ファンドが特定の会社に投資し続けるという保証はない。) 

 

2022 年 9 月 30 日現在のセクター別内訳 

 

 純資産に対する百分比(%) 

一般消費財・サービス 18.5% 

金融 15.7 

情報技術 14.3 

資本財・サービス 12.3 

素材 10.5 

生活必需品 8.7 

ヘルスケア 7.2 

エネルギー 6.1 

公益事業 3.5 

通信サービス 2.4 

不動産 0.6 

短期投資 0.9 

その他の資産を超過する負債 (0.7) 

合計 100.0% 

 
(本ファンドの産業内訳は、純資産に対する百分比として表示されており、時間の経過とともに変動する可能性がある。)  
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財務ハイライト 

各期間中の発行済受益権1口当たりの要約データ 

 

  SPDRユーロ・ストックス50 ETF 

  

年度終了日 

2022/9/30  

年度終了日 

2021/9/30  

年度終了日 

2020/9/30  

年度終了日 

2019/9/30 (a)  

年度終了日 

2018/9/30 (a) 

           

期首純資産額 $ 45.45 $ 36.40 $ 37.79 $ 38.35 $ 41.30 

投資活動による利益(損

失)           

純投資利益(損失) (b)  1.30  1.06  0.81  1.02  1.17 

正味実現および未実現

利益(損失) (c)  (13.98)  8.77  (1.46)  (0.49)  (2.89) 

投資活動による合計  (12.68)  9.83  (0.65)  0.53  (1.72) 

正味平準化貸記額およ

び借記額 (b)  (0.08)  0.12  (0.00)(d)  (0.01)  (0.08) 

その他資本  0.00(d)  —  —  —  — 

受益者への分配金原資

の内訳:           

純投資利益  (1.59)  (0.90)  (0.74)  (1.08)  (1.15) 

期末純資産額 $ 31.10 $ 45.45 $ 36.40 $ 37.79 $ 38.35 

           

トータル・リターン (e)  (28.73)%  27.32%  (1.65)%  1.43%  (4.40)% 

比率および補足データ:           

期末純資産(単位：
1,000) $ 1,279,611 $ 2,622,326 $ 1,747,270 $ 2,050,307 $ 3,108,379 

平均純資産に対する比

率:           

費用合計  0.30%  0.29%  0.29%  0.29%  0.29% 

純投資利益(損失)  3.16%  2.39%  2.21%  2.80%  2.89% 

ポートフォリオ・ター

ンオーバー比率 (f)  8%  11%  9%  6%  7% 

 
(a) 本ファンドは、2020年9月30日に終了した年度から、アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーが監査を行った。過年度は別の独立登

録公認会計事務所が監査を行った。 

(b) 受益権1口当たりの数字は発行済平均受益権数を用いて計算されており、当年度の受益権1口当たりのデータをより適切に表示している。 

(c) 発行済受益権について本項目に示された額は、本ファンドの市場価格の変動に関連した本ファンドの受益権の売却および買戻しの時期に

より、当会計期間の有価証券の損益総額の変動と一致していないことがある。 

(d) 金額は受益権1口当たり0.005ドル(0.672円)未満である。 

(e) トータル・リターンは、受益権が各報告期間の初日に純資産価額で購入され、末日に純資産価額で売却されたという前提で計算されてい

る。この計算の目的上、分配金は、各分配金の支払日に受益権1口当たり純資産額で再投資されることを前提としている。1年未満の期間

についてのトータル・リターンは年率換算されない。売買委託手数料はこの計算には含まれていない。 

(f) ポートフォリオ・ターンオーバー比率は、現物による設定または償還により受け渡しされた証券を除外している。 

 



FEZ 

- 9 - 

デリバティブ金融商品 

 

先物取引 

 

本ファンドは、本ファンドの目的を達成するために、先物取引を行う場合がある。先物取引とは、標準化さ

れた取引所取引であり、一定の金融商品を定められた価格で売買することを先日付で約定するものをいう。

先物取引の約定時に、本ファンドは、ブローカーに対して、清算機関が求める当初預託証拠金の額に相当す

る額の証拠金(現金または有価証券)を預託しなければならない。預託有価証券(もしあれば)は投資一覧で指

定され、預託現金(もしあれば)は貸借対照表上のブローカーに対する現金(純額)に含まれる。その後の支払

いは、契約価額(累積)、為替および／またはその他の取引手数料の日々の変動に応じ、本ファンドが支払う

か、または支払いを受領する。当該支払いの累計額は、相当額が未実現損益と相殺された上で未収または未

払いの変動証拠金として計上される。本ファンドは、当該契約が終了した時に実現損益の認識を行う。 

 

契約期間中に、原商品の市場金利または価値に不利な変動が生じたことに起因して先物取引価格が下落した

場合、または取引相手が契約に基づき履行しなかった場合、損失が生じる可能性がある。また、先物取引の

利用には、先物取引の価格変動が当該取引の原資産の価格変動と相関しないというリスクも伴う。 

 

手数料および関係会社との取引 

 

投資顧問報酬 

 

本トラストは、本ファンドに代わり、SSGA FMと投資顧問契約を締結している。本ファンドに対するその

アドバイザリー・サービス、提供されるファシリティ、およびアドバイザーが負担する費用のために、各

本ファンドは、各本ファンドの日次の平均純資産額に対し以下の表で示される割合に基づいて日々発生し

て毎月支払われる報酬(以下「運用および投資顧問報酬」という。)をアドバイザーに支払う。 

 

 年間割合 

SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF 0.29% 

 

アドバイザーは、時に、自身の運用報酬の全部または一部を放棄する場合がある。アドバイザーは、2023年

1 月 31 日まで、各本ファンドに関して取得ファンドの全ての報酬および費用(取得ファンドにおける現金管

理のために保有されるもの(もしあれば)を除く。)に相当する金額の、自身の運用報酬の一部の放棄、および

／または費用の払戻しについて契約上同意している。この権利放棄および／または払戻しにおいては、放棄

され、または払い戻された金額をアドバイザーが回収することは規定されていない。この権利放棄および／

または払戻しは、本ファンドの受託者会の承認がない限り、2023 年 1 月 31 日より前に終了することはでき

ない。 

 

アドバイザーは、各本ファンドの全ての費用を支払うが、運用報酬、委託売買手数料、租税、利息、1940

年法で定義される本トラストの「利害関係者」に該当しない本トラストの受託者(以下「独立受託者」とい

う。)の報酬および費用(受託者の弁護士の報酬を含む。)、訴訟費用、取得ファンドの報酬ならびに費用その



FEZ 

- 10 - 

他の特別費は支払わない。 

 

アドミニストレーター、保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人 

 

SSGA FM はアドミニストレーターを務めており、アドバイザーの関係会社であるステート・ストリート・

バンク・アンド・トラスト・カンパニー(State Street Bank and Trust Company)(以下｢ステート・ストリート｣と

いう。)が、保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人を務めている。ステート・スト

リートは、保管会社、サブ・アドミニストレーターおよび名義書換代理人としてのサービスに対する報酬を

アドバイザーから受け取る。 

 

販売業者 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー

(State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC)(以下｢SSGA FD｣または｢販売業者｣という。)は、アドバイ

ザーの関係会社で、本トラストの販売業者を務める。 

 

関係会社とのその他の取引 — 証券貸付 

 

ステート・ストリート(本ファンドの関係会社)は、2017年1月6日付修正・訂正済み証券貸付許可基本契約書

(変更を含む。)に従って本ファンドの証券貸付代理人を務める。 

 

2022年1月1日より、ステート・ストリートが現金担保の投資または手数料収入(借入人に支払われる手数料

割り戻し控除後)に関して収受した純収入は、以下のとおり支払われている。暦年ベースの年初来純収入が

SPDR ETF全体の特定の閾値を下回る場合、各本ファンドは当該純収入の85％を留保し、当該純収入の15％

はステート・ストリートへ支払われる。暦年ベースの年初来純収入が特定の閾値を上回る場合は上回った日

の翌営業日より、各本ファンドは当該純収入の90％を留保し、当該純収入の10％はステート・ストリートへ

支払われる。2022年1月1日より前は、純収入の85％が本ファンドへ、15％がステート・ストリートへ支払わ

れた。 

 

また、貸付業務の現金担保は、SSGA FM が投資アドバイザーを務めるステート・ストリート・ナビゲー

ター・セキュリティーズ・レンディング・ポートフォリオ II(State Street Navigator Securities Lending Portfolio 

II)(関係マネー・マーケット・ファンド)に投資される。証券貸付の追加情報については、注記 9 を参照され

たい。 

 

関係会社とのその他の取引 

 

本ファンドは、関係事業体(ステート・ストリート・コーポレーションが発行した証券を含む。)、関係性を

有するファンド、または本ファンドがその議決権付証券もしくは発行済み株式の 5％超を所有することによ

り関係会社とみなされる事業体に投資することができる。2022 年 9 月 30 日に終了した年度のそれらの取引

に関係する額は、投資一覧で開示される。 
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保管会社への債務 

 

特定の状況において、本ファンドは、費用の支払い、資本取引、証券の取引、投資活動またはデリバティブ

取引のために保管会社に当座借越を行う場合がある。保管会社への債務の額(もしあれば)は、本ファンドの

関係会社であるステート・ストリート(保管会社)からの当座借越金を反映している。 

 

受託者の報酬 

 

独立受託者および利害関係のある非管理受託者 1 名の報酬および費用は、本ファンドから直接支払われる。

独立受託者は、会議への出席および業界のセミナーに関する旅費その他の現金支払費用について償還を受け

る。 
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本報告書に含まれる情報は、本トラストの受益者への情報提供を目的としている。本報告書は、本トラス

トに関する重要な情報を含む本トラストの最新の目論見書が事前にまたは同時に提供されていない限り、

投資を検討している人に配布することは認められていない。最新の目論見書および SAI は、1-866-787-

2257 に電話して販売会社から入手することも、https://www.ssga.com/spdrs のサイトで入手することも

できる。投資を行う前に目論見書を慎重にお読み頂きたい。 


